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１１ガイドライン作成のねらい

障害福祉サービスは、障害者、その家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、昨今大規模な災害の発生がみられ
る中、施設・事業所等において、災害発生時に適切な対応を⾏い、その後も利⽤者に必要なサービスを継続的に提供できる
体制を構築することが重要です。
こうした観点から、全ての障害福祉サービス等事業者を対象に、運営基準において、業務継続に向けた計画等の策定や

研修の実施、訓練の実施等を義務付けることとされました。
なお、３年間の経過措置（準備期間）を設けており、令和６年度から義務化されます。
本ガイドラインの目的は、大地震や水害等の自然災害に備え、障害福祉サービスの業務継続のために平時から準備・検討

しておくべきことや発生時の対応について、障害福祉サービス類型に応じたガイドラインとして整理しました。

なお、本ガイドラインは BCP 作成に最低限必要な情報を整理したものであり、BCP は、作成後も継続的に検討・修正を繰り
返すことで、各施設・事業所等の状況に即した内容へと発展させていただくことが望ましいです。

●本ガイドラインで定めるサービス

〇入所・入居系サービス︓施設入所支援、療養介護、共同生活援助、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設
〇通 所 系 サ ー ビ ス︓生活介護、自⽴訓練（機能訓練）、自⽴訓練（生活訓練）、

就労移⾏支援、就労継続支援 A型、就労継続支援 B型、就労定着支援、児童発達支援、
医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

〇訪 問 系 サ ー ビ ス︓居宅介護、重度訪問介護、⾏動援護、同⾏援護、重度障害者等包括支援、
保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援

〇相 談 系 サ ー ビ ス︓地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援
 「短期入所」については、「通所系」の対応を基本としつつ、必要に応じて「入所・入居系」を参考とすること。
 「自⽴生活援助」「相談系サービス」については、「訪問系」の対応を参考とすること。

１はじめに
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１２本書の対象（施設・事業所等単位）

本ガイドラインは施設・事業所等単位で BCP を作成することを前提としています。なお、複数の施設・事業所等を持つ法⼈で
は、法⼈本部としての BCPも別途作成することが望まれます。その際、法⼈本部の BCP と施設・事業所等単位の BCPは連動
していること、法⼈本部は各事業所等と連携しながら BCP を作成すること、法⼈本部と施設・事業所等や、施設・事業所等の
間の物資や職員派遣等の支援体制についても記載することが望まれます。

【参考】法⼈本部 BCP と施設・事業所等単位の BCP の関係

なお、本 BCP ガイドラインは、地震・水害を主な対象としていますが、風害・⻯巻・落雷・雪害・噴⽕等の発生が想定される地
域においては、これらの災害の種類によらず「災害が引き起こす事象（被害）」を想定し応⽤することで活⽤いただくよう、お願い
します。



3

１３ガイドラインの利⽤⽅法

 本ガイドラインの３－２－１から３－２－４において、自然災害発生への対応事項を、詳細を記載しています。
 これは、別途お示しする「自然災害発生時における業務継続計画ひな形」における「対応事項」に該当するものです。
 各施設・事業所等においてＢＣＰを作成する際には、「対応事項」の各項目について、本ガイドラインにおける記載を参考

に、各施設・事業所等における具体的な対応を検討し、記載いただくことを考えています。
 また、BCP作成にあたっての参考として、「自然災害発生時における業務継続計画ひな形」の巻末に（参考）記載フォー

ムを添付しています（本文中の関連する部分に様式番号を記載しています）。

なお、新型コロナウイルス感染症流⾏下において自然災害が発生した場合、感染拡大防止に配慮しながら、初動対応や事
業継続、復旧対応が求められます。そのような場合に特に留意すべき事項を巻末に記載していますので、別途公表されている
「障害福祉サービス事業所等における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」と合わせて参考にしてください。
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２１業務継続計画（BCP）とは

BCP（ビー・シー・ピー）とは Business Continuity Plan の略称で、業務継続計画などと訳されます。
新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害が発生すると、通常通りに業務を実施することが困難になります。まず、業

務を中断させないように準備するとともに、中断した場合でも優先業務を実施するため、あらかじめ検討した方策を計画書として
まとめておくことが重要です。

BCP の特徴として、災害等が発生した後に速やかに復旧させることが重要ですが、その前に「重要な事業を中断させない」とい
う点が挙げられます。内閣府「事業継続ガイドライン－あらゆる危機的事象を乗り越えるための戦略と対応－平成 25年８⽉改
定）」では、以下のとおり定義されています。

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、サプライチェーン（供給網）の途絶、突発的な経営環
境の変化など不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるた
めの方針、体制、手順等を示した計画のことを事業継続計画（Business Continuity Plan、BCP）と呼ぶ。

BCP において重要な取組は、例えば、
・各担当者をあらかじめ決めておくこと（誰が、いつ、何をするか）

・連絡先をあらかじめ整理しておくこと

・必要な物資をあらかじめ整理、準備しておくこと

・上記を組織で共有すること

・定期的に⾒直し、必要に応じて研修・訓練を⾏うこと 等が挙げられます。

２２障害福祉サービス事業所等における業務継続計画（BCP）について

BCP とは「平常時の対応」「緊急時の対応」の検討を通して、①事業活動レベルの落ち込みを小さくし、②復旧に要する時
間を短くすることを目的に作成された計画書です。
障害福祉サービス事業所等では災害が発生した場合、一般に「建物設備の損壊」「社会インフラの停止」「災害時対応業務

の発生による⼈手不⾜」などにより、利⽤者へのサービス提供が困難になると考えられています。
一方、利⽤者の多くは⽇常生活・健康管理、さらには生命維持の大部分を障害福祉サービス事業所等の提供するサービス

に依存しており、サービス提供が困難になることは利⽤者の生活・健康・生命の支障に直結します。
上記の理由から、他の業種よりも障害福祉サービス等はサービス提供の維持・継続の必要性が高く、BCP作成など災害発生

時の対応について準備することが求められます。

２ＢＣＰの基礎知識
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